
維持管理計画 

港湾の施設の維持管理計画について 

 
「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」が改正され、「港湾の施設は、供用期間にわたって要求

性能を満足するよう、維持管理計画等に基づき適正に維持すること」が規定された。本書は維持管

理計画の内容や基本的な考え方について、簡単に取りまとめたものである。 
 
 
 維持管理計画書の内容 
  維持管理計画書は、下記項目で構成され、図-1 の構成となる。 
   Ⅰ 総論・・・・・・・・・・・維持管理レベルの設定と維持管理計画の配慮事項等 
   Ⅱ 点検診断計画・・・・・・・点検診断の種類（日常点検・定期点検等）、実施時期 
   Ⅲ 総合評価・・・・・・・・・定期点検診断結果に対する、工学的・行政的な評価 
   Ⅳ 維持補修計画・・・・・・・総合評価結果に基づく維持工事などの実施計画 
   Ⅴ 異常時における点検診断・・過大な外力が作用した際の変状を把握する点検診断計画 
 

 
 
 
 

 
 

図-1 維持管理計画の構成 
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Ⅰ 総論 
   維持管理レベルの設定及び、維持管理計画の配慮事項、基本的な考え方について示す。表-1

に部材の劣化予測に基づく維持管理レベルの考え方について掲載する。 

 

表-1 部材の劣化予測に基づく維持管理レベルの考え方 

維持管理レベルⅠ（予防保全（事前対策）型） 
供用期間中に部材の性能に影響を及ぼす変状が

十分に軽微な状態であること（維持管理上の限界

状態に達しないこと）を照査した部材に対する維

持管理レベル。 

［代表的な部材の例］ 

・ 耐腐食性の高い鋼材（ステンレス鉄筋、エポキ

シ樹脂塗装鉄筋等）を用いたコンクリート部材 

・ 耐用年数が供用期間を超えるような電気防食

を施した鋼管杭・鋼管矢板 

・ 一般に劣化の進展が軽微であると考えられて

いるコンクリートケーソン 

主部材に適用される 

維持管理レベルⅡ（予防保全型） 
 供用期間中に部材の性能に影響を及ぼす変状

の発生（維持管理上の限界状態）が予想されるが、

維持管理段階において予防保全的な対策を実施す

ることを設計時点から計画しておくことで、維持

管理上の限界状態に至る前に維持補修が行えるよ

う配慮された部材に対する維持管理レベル。 

［代表的な部材の例］ 

・ 表面被覆等の補修を計画的に施すコンクリー

ト部材 

・ 供用期間中に陽極の交換が必要な電気防食を

施した鋼管杭・鋼管矢板 

主部材に適用される 

維持管理レベルⅢ（事後保全型） 
供用期間中の変状の発生により部材の性能低下

が予想されるが、予防保全的な対策が困難あるい

は不経済であることから、部材の要求性能が満足

されなくなる前に事後保全的な対策を実施するこ

とを想定した部材に対する維持管理レベル。 

［代表的な部材の例］ 

・ 使用性が損なわれた際に打替えを実施するエ

プロン舗装 

・ 劣化、変状が顕著となった際に取替えを実施す

る付帯設備（防舷材、車止め等） 

その他部材・付帯設備に適用される 

鋼管矢板

レベルⅠ

防食工の耐用年数が

供用期間より長い場合

レベルⅡ

防食工の耐用年数が

供用期間より短い場合

上部工　レベルⅢ

付帯設備　レベルⅢ エプロン舗装　レベルⅢ

裏込石

タイロッド

ケーソン　レベルⅠ
裏込石

上部工　レベルⅢ

付帯設備　レベルⅢ エプロン舗装　レベルⅢ

基礎捨石

維持管理レベルⅠの部材

凡例

維持管理レベルⅠorⅡの部材

維持管理レベルⅢの部材

重力式係船岸における維持管理レベル

矢板式係船岸における維持管理レベル
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Ⅱ 点検診断計画（Ⅴ 異常時における点検診断を含む）～Ⅳ 維持補修計画の流れ 
点検診断には、以下の種類があり、それぞれの位置付けと、Ⅲ 総合評価、Ⅳ 維持補修計画

への流れは、図-2 の関係となる。 
 
① 初回点検・・・・・・建設または改良直後の竣工段階、あるいは既存施設に対する維持 

管理計画の策定段階に行う。 
② 日常点検・・・・・・日常の巡回で点検が可能な箇所について変状の有無や程度の把 

握を行う。 
③ 定期点検診断・・・・日常点検で把握し難い構造物あるいは部材の細部を含めて、変状 

の有無や程度の把握を目的に行うもので、簡易計測を主体とした

「一般定期点検診断」と、一般定期点検を行うことが困難な部分

を含め、高度な方法によって行う「詳細定期点検診断」がある。 
④ 一般臨時点検診断・・地震時や荒天時の異常時の直後のできるだけ早い段階で、目視又 

は簡易計測を主体として変状の有無や程度の把握を行う（内容は

一般定期点検に準じる）。 
⑤ 詳細臨時点検・・・・定期点検診断または一般臨時点検診断の結果、特段の異常が確認 

された場合、あるいは想定外の異常が確認された場合に実施する。 
 

 

 
図-2 点検診断の種類と位置付け 
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点検診断計画、総合評価の例 
点検診断結果は、劣化度判定 a~d として、表-2 の様に表記する。劣化度判定を使用した一般定

期点検診断（鋼構造物）の例および、総合評価時における補修工法の検討例を表-3，表-4 に示す。 
 

表-2 点検診断結果の表記 
 

 
表-3 鋼構造物における一般定期点検診断項目および判定基準 

 
 

表-4 総合評価時における補修工法の検討例 
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■ 問合せ先：株式会社ウエスコ 岡山支社設計部設計課  担当：成田，波田 

〒700-0033 岡山市島田本町 2-5-35 TEL086-254-2127 FAX.086-254-2360  URL：http://www.wesco.co.jp/ 


